
                  

 

 

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成 26 年 10 月期の運用状況及び分配の予想の修正並びに平成 27 年

4 月期の運用状況及び分配の予想に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として

作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資

口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任

と判断でなさるようお願いいたします。 
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平成 26年 10月期の運用状況及び分配の予想の修正 

並びに平成 27年 4月期の運用状況及び分配の予想に関するお知らせ  

 

 
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、平成 25 年 12 月 13

日付決算短信にて公表しました平成 26 年 10 月期（平成 26 年 5 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日）の運

用状況及び分配の予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

また、新たに平成 27 年 4 月期（平成 26 年 11 月 1 日～平成 27 年 4 月 30 日）の運用状況及び分配

の予想についてもお知らせいたします。 

 なお、平成 25 年 12 月 13 日付決算短信にて公表しました平成 26 年 4 月期（平成 25 年 11 月 1 日～

平成 26年 4 月 30日）の運用状況及び分配の予想については変更ございません。 

 

 

記 

 

1.平成 26 年 10 月期の運用状況及び分配の予想の修正 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1口当たり分配金 

（利益超過分配

金は含まない） 

1口当たり 

利益超過 

分配金 

前回発表予想（Ａ） 780 百万円 341 百万円 275 百万円 274 百万円 13,552 円 － 

今回修正予想（Ｂ） 1,558 百万円 888 百万円 676 百万円 675 百万円 15,585 円 － 

増減額（Ｃ） 

（Ｂ－Ａ） 
778 百万円 546 百万円 401 百万円 401 百万円 2,033 円 － 

増減率 

（Ｃ）／（Ａ） 
99.8 ％ 159.9 ％ 145.6 ％ 146.2 ％ 15.0 ％ － 

（参考）前期実績 

（平成 25年 10月期） 
424 百万円 224 百万円 50 百万円 49 百万円 2,439 円 － 

 

【参考】 

  前回発表予想における予想期末発行済投資口数 20,250口 

今回修正予想における予想期末発行済投資口数 43,350 口 

（詳細は別紙「平成 26 年 10 月期及び平成 27 年 4 月期 運用状況の予想の前提条件」記載の
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「投資口」欄をご参照ください。） 

 

【注記】 
1. 本投資法人における平成 25 年 10 月期の計算期間は平成 25 年 3 月 6 日から平成 25 年 10 月 31 日までの

240 日間ですが、実質的な資産運用期間は平成 25 年 7 月 16 日から平成 25 年 10 月 31 日までの 108 日間

です。 

2. かかる予想数値は別紙「平成 26 年 10 月期及び平成 27 年 4 月期 運用状況の予想の前提条件」記載の前

提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、実際

に決定される新投資口の発行数及び発行価格、金利の動向、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化な

どにより、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり分配金及び 1 口当たり利益超

過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。 

3. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

4. 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。以下同じです。 

 

 

2.修正の理由 
  

 本日公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」にてお知らせした新投資口の発

行、「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした借入れ及び「国内不動産の取得及び貸借に

関するお知らせ」にてお知らせした資産の取得等に伴い、平成 25 年 12 月 13 日に公表しました平成

26年 10月期における運用状況の予想の前提条件が変動したことから、予想の修正を行うものです。 

 また、これにあわせて平成 27 年 4 月期について、同様の前提条件に基づいて新たな運用状況及び

分配の予想をお知らせするものです。 

 

 

3.平成 27年 4月期の運用状況及び分配の予想 
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1口当たり分配金

（利益超過分配

金は含まない） 

1口当たり 

利益超過

分配金 

平成 27年４月期 

（第４期） 
1,556 百万円 792 百万円 688 百万円 687 百万円 15,855円 － 

 

【参考】 

予想期末発行済投資口数 43,350口 

 

【注記】 
1. かかる予想数値は別紙「平成 26 年 10 月期及び平成 27 年 4 月期 運用状況の予想の前提条件」記載の前

提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、実

際に決定される新投資口の発行数及び発行価格、金利の動向、本投資法人を取り巻くその他の状況の変

化などにより、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり分配金及び 1 口当たり利

益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。 

2. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

3. 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。以下同じです。 

 

以 上 
 

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

*投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com/
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【別紙】 

平成 26年 10月期及び平成 27年 4月期 運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間 
・平成26年10月期（第3期）:平成26年5月1日～平成26年10月31日（184日） 

・平成27年4月期（第4期）:平成26年11月1日～平成27年4月30日（181日） 

運用資産 

・本日開催の役員会で決定した新投資口の発行により調達した資金及び借入れにより調達した資

金をもって、平成26年5月2日に24物件の不動産（以下「取得予定資産」といいます。）を取得

する予定です。取得予定資産の詳細につきましては、本投資法人が本日付で公表した「国内不

動産の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。 

・運用状況の予想にあたっては、取得予定資産を上記日付に取得すること及び平成27年4月30日

まで運用資産の異動（新規物件の取得、保有物件の売却等）がないことを前提としています。 

・実際には、上記以外の新規物件の取得、保有物件の処分等により変動が生ずる可能性がありま

す。 

営業収益 

・賃貸事業収入については、保有物件の賃貸借契約に加え、取得予定資産の取得予定日において

効力を有する予定の賃貸借契約、市場環境、物件の競争力等を勘案して算出しており、平成26

年10月期に1,558百万円、平成27年4月期に1,556百万円を想定しています。 

・賃貸事業収入については、賃貸借契約の解除、賃借人による賃料の滞納又は不払いがないこと

を前提としています。 

営業費用 

・営業費用のうち、固定資産税、都市計画税及び償却資産税は、平成26年10月期に60百万円、平

成27年4月期に88百万円を想定しています。なお、一般に、取得する資産の固定資産税、都市

計画税（該当する資産のみ。以下同じです。）及び償却資産税（該当する資産のみ。以下同じ

です。）については前所有者と期間按分による計算を行い、取得時に精算しますが、本投資法

人では当該精算金相当分は取得原価に算入するため、取得期の費用には計上されません。した

がいまして、取得予定資産については、平成27年度の固定資産税、都市計画税及び償却資産税

が平成27年4月期から費用計上されることを前提としています。なお、取得予定資産について

取得原価に算入する固定資産税、都市計画税及び償却資産税の総額は107百万円と見込んでい

ます。 

・建物の修繕費には、物件ごとに、本資産運用会社が策定した修繕計画をもとに、必要と想定さ

れる額を計上しています。ただし、予想し難い要因により修繕費が緊急に発生する可能性があ

ること、一般的に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金額ではない

こと等から、予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 

・減価償却費以外の賃貸事業費用は、費用の変動要素を勘案して算出しており、平成26年10月期

に147百万円、平成27年4月期に182百万円を想定しています。 

・減価償却費については、取得価格に付随費用等を含めて定額法により算出しており、平成26年

10月期に338百万円、平成27年4月期に341百万円を想定しています。 

営業外費用 

・営業外費用として、平成26年10月期の一時的な費用として公募関連費用72百万円を見込んでい

ます。 

・支払利息その他借入関連費用として、平成26年10月期に138百万円、平成27年4月期に104百万

円を想定しています。 

借入金 

・平成26年3月31日現在、本投資法人においては6,250百万円の借入金残高があります。 

・平成26年4月に、約定により借入金のうち79百万円を返済することを前提としています。 

・平成26年5月に、株式会社三菱東京UFJ銀行をはじめとする金融商品取引法第2条第3項第1号に

規定する適格機関投資家から総額5,000百万円の借入れを行うこと、及び、下記の「投資口」

に記載の第三者割当による新投資口の発行(上限1,100口)による手取金を原資として、当該借

入金の一部を平成26年7月に返済することを前提としています。 

・平成26年10月期においては、約定により借入金のうち390百万円を返済することを前提として
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います。 

・平成27年4月期においては、物件取得に伴う消費税の還付がなされることが見込まれることか

ら、当該還付金を原資として、平成27年2月末に短期借入金1,000百万円を期限前返済すること

を前提としています。また、約定により借入金のうち96百万円を返済することを前提としてい

ます。 

・平成26年10月期末のLTVは27.3％、平成27年４月期末のLTVは25.2％と予想しています。 

本プレスリリースにおいて、LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

LTV＝借入金残高÷総資産額×100 

投資口 

・本日現在発行済みである20,250口に加えて、本日開催の役員会で決定した新投資口の発行

（22,000口）及び第三者割当による新投資口の発行（上限1,100口）によって新規に発行され

る予定の投資口数の上限である合計23,100口が全て発行されることを前提としています。 

・上記を除き、平成27年4月期末までに新投資口の発行等による投資口数の変動がないことを前

提としています。 

・1口当たり分配金は、上記の新規に発行される予定の新投資口数の上限である合計23,100口を

含む平成26年10月期及び平成27年4月期の予想期末発行済口数43,350口により算出していま

す。 

１口当たり分配金 

・1口当たり分配金は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針を前提として算出していま

す。 

・運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸収入の変動又は予期せぬ修繕の発生等を含む

種々の要因により、1口当たり分配金は変動する可能性があります。 

１口当たり 

利益超過分配金 

・利益超過の分配（1口当たり利益超過分配金）については、現時点では行う予定はありませ

ん。 

その他 

・法令、税制、会計基準、有価証券上場規程、一般社団法人投資信託協会の定める規則等におい

て、上記の予想数値に影響を与える改正が施行されないことを前提としています。  

・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。 

 


